
令和７年度八千代市教育委員会第１２回定例会 

 

令和８年３月２４日 

午前１０時００分 

 

議  事  日  程  

 

１  開会 

 

２  会議録署名人の指定 

 

３  令和７年度教育委員会第１１回定例会会議録の承認 

 

４  報告事項 

各課報告等  

 

５  議事  

議案第１号 八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則の

制定について  

議案第２号 八千代市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定

について 

議案第３号 八千代市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定

について 

議案第４号 八千代市視聴覚教材センター規則を廃止する規則の制定に

ついて 

議案第５号 八千代市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画の策定について 

議案第６号 学校運営協議会委員及び地域学校協働活動推進員等の任命

について 

議案第７号 職員の任免について 

 



 
 

 

 

６  報告 

   報告第１号 臨時代理の報告について 

        （県費負担職員の任免に関する内申について） 

 

７  閉会 

  



 
 

【各課報告等】  

 １  令和８年第１回八千代市議会定例会について（教育次長（学校））  

  

２ 第６回「『（仮称）みどりが丘小学校分離新設校』設立準備委員会」につ

いて（学務課）…資料１  

 

３ 「みどりが丘第二小学校」説明会の開催結果について  

（学務課）…資料１  

 

４ 「教育論文」について（指導課）…資料２  

  

５ 「令和７年度第２期八千代市学校教育推進計画の施策に係る進捗状況の

点検及び評価の結果報告書」について（指導課）…資料３  

 

６ 図書館まつりについて（中央図書館）…資料４  

 

 ７  スポーツチームとのホームタウン協定締結について  
（文化・スポーツ課）…資料５  

 
 ８  八千代市スポーツ活動奨励金交付要領の制定について  

（文化・スポーツ課）…資料６  
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議案第１号 

 

   八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則の制定につい 

  て 

 八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則を次のように制定

する。 

  令和８年３月２４日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則 

 （八千代市教育委員会行政組織規則の一部改正） 

第１条 八千代市教育委員会行政組織規則（昭和４２年八千代市教委規則第６

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「。以下「法」という。」を削る。 

第１０条第１項第８号中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

第１１条中「教育次長」を「部長」に改める。 

第１３条の見出し中「課」を「部，課」に改め，同条の表以外の部分中「

課を」を「部を置き，それぞれの部に当該中欄に掲げる課を」に改め，同条

の表を次のように改める。 

部名 課名 班名 

学 校 教

育部 

教育総務課 総務班 施設財務班 

学務課 学事班 適正配置推進班 教職員班 

指導課 学力向上班 特別支援教育班 生徒指導班 

保健体育課 学校保健班 学校体育班  

生 涯 学

習部 

生涯学習振興課 企画調整班 生涯学習振興班 青少年班 

文化・スポーツ課 文化振興班 文化財班 スポーツ推進班 

第１４条を次のように改める。 

（部の事務分掌） 
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第１４条 前条に規定する部の事務分掌は，次のとおりとする。 

⑴ 学校教育部 

ア 教育行政の施策の総括に関すること。 

イ 学校の教育に関すること。 

ウ 学校の保健体育に関すること。 

エ 教育行政の施策に関し他の主管に属しないこと。 

⑵ 生涯学習部 

ア 生涯学習に関すること。 

イ 社会教育に関すること。 

ウ 青少年に関すること。 

エ 文化に関すること。 

オ スポーツに関すること。 

第１８条の見出しを「（部長）」に改め，同条第１項中「事務局」の次に

「の部」を加え，「教育次長」を「部長」に改め，同条第２項中「教育次長

」を「部長」に改める。 

第２１条の見出し中「参事」を「次長，参事」に改め，同条第１項中「事

務局」の次に「の部」を加え，「参事」を「次長，参事」に改め，同条中第

２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 次長は，部長を補佐し，部間の連絡調整及び部内の総合調整を行う。 

別表教育総務課の項中第１７号を第１８号とし，第４号から第１６号まで

を１号ずつ繰り下げ，同項第３号中「教育委員会の」を削り，同号を同項第

４号とし，同項中第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 部内の連絡調整に関すること。 

別表生涯学習振興課の項中第１２号を削り，第１１号を第１２号とし，第

１号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を

加える。 

⑴ 部内の連絡調整に関すること。 

別表生涯学習振興課の項中「地域学校協働本部」を「地域学校協働活動」

に改める。 

（八千代市教育支援委員会規則の一部改正） 
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第２条 八千代市教育支援委員会規則（昭和５４年八千代市教委規則第６号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「八千代市心身障害児就学指導委員会」を「八千代市教育支援委

員会」に改める。 

  第８条中「八千代市教育委員会指導課」を「八千代市教育委員会学校教育

部指導課」に改める。 

（八千代市教育委員会公印規則の一部改正） 

第３条 八千代市教育委員会公印規則（昭和５８年八千代市教委規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「八千代市教育委員会教育総務課長」を「八千代市教育委員会学

校教育部教育総務課長」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 （八千代市教育委員会行政組織規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日において，次の表の左欄に掲げる課に勤務を命

ぜられていた職員は，別に辞令を発せられない限り，この規則の施行の日を

もって，同一の勤務条件により，当該右欄の課に勤務を命ぜられたものとす

る。 

教育総務課 学校教育部教育総務課 

学務課 学校教育部学務課 

指導課 学校教育部指導課 

保健体育課 学校教育部保健体育課 

生涯学習振興課 生涯学習部生涯学習振興課 

文化・スポーツ課 生涯学習部文化・スポーツ課 

 

提案理由 

 令和８年４月１日から組織改正を行う等のため，関係する規則を改正いたし

たい。 
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議案第２号 

 

八千代市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について 

八千代市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月２４日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令 

 八千代市教育委員会処務規程（平成９年八千代市教委訓令甲第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条中第１１号を第１４号とし，第１０号を第１３号とし，同条第９号中

「教育次長」を「部長」に改め，同号を同条第１１号とし，同号の次に次の１

号を加える。 

⑿ 次長 組織規則第２１条に規定する次長をいう。 

 第２条中第８号を第１０号とし，第４号から第７号までを２号ずつ繰り下げ，

第３号を第４号とし，同号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ 主管部 当該事務を所掌する部をいう。 

 第２条中第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 部 組織規則第１３条に規定する部をいう。 

 第４条中「関係課の合議」を削る。 

 第５条第１項中「教育次長」を「主管部長」に改め，同条第２項中「教育次

長」を「主管部長」に，「主管課長」を「主管部次長」に改める。 

 第６条の見出しを「（部長代決者）」に改め，同条中「教育次長」を「部長

」に，「主管課長」を「主管部次長（次長が置かれていないときは，主管課長

）」に改める。 

 第１１条（見出しを含む。）中「教育次長」を「部長」に改める。 

 別表生涯学習振興課の項中第５号を削り，第６号を第５号とし，第７号から

第１１号までを１号ずつ繰り上げる。 
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   附 則 

 この訓令は，令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 令和８年４月１日施行の組織改正等に伴い，訓令を改正いたしたい。 
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議案第３号 

 

八千代市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

八千代市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

令和８年３月２４日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

八千代市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 八千代市学校運営協議会規則（令和４年八千代市教委規則第２号）の一部を

次のように改正する。 

 第１２条第２項中第６号を第７号とし，第２号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ，第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和

４６年法律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置

の実施に関する事項 

 第１９条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，協議会の会議に関する事務については，当該協

議会が設置される対象学校ごとにおいて処理する。 

   附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い，学校運営協議

会の承認を要する対象学校の校長が作成する基本的な方針に，業務量管理・健

康確保措置の実施に関する内容を含める等のため，規則を改正いたしたい。 
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議案第４号 

 

   八千代市視聴覚教材センター規則を廃止する規則の制定について 

 八千代市視聴覚教材センター規則を廃止する規則を次のように制定する。 

  令和８年３月２４日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

  八千代市視聴覚教材センター規則を廃止する規則 

 八千代市視聴覚教材センター規則（昭和４６年八千代市教委規則第６号）は，

廃止する。 

   附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 視聴覚教材センターを廃止するため，規則を廃止いたしたい。 
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議案第５号 

 

   八千代市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実

施計画の策定について 

 八千代市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計

画を次のように策定する。 

  令和８年３月２４日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺  岸  秀  一     

 

八千代市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施

計画 
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議案第６号 

 

   学校運営協議会委員及び地域学校協働活動推進員等の任命について 

下記の者を任命したいので，御承認願いたい。 

  令和８年３月２４日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

記 

 

１ 学校運営協議会委員 

（１）新たに学校運営協議会を設置する学校 

   任期：令和８年４月１日～令和 10年３月 31 日 

学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

睦小学校 
西村 康彦 ３号 

睦地区青少年育成連絡協議会 

会長 

佐藤 孝之 ２号 里山むつみ隊 隊長 

立石 勝巳 ２号 睦小学校卒業生 

生頼 由香 ２号 睦中学校学校評議員 

田中 明美 ２号 睦中学校学校評議員 

上野 真由 ２号 睦中学校学校評議員 

山口 和也 ２号 睦小学校学校評議員 

三上 由香利 １号 睦小学校ＰＴＡ会長 

牛島 加代 １号 睦小学校保護者代表 

大井 真由子 １号 睦中学校ＰＴＡ会長 

睦公民館 館長 ７号  

吉村 昌彦 ４号 元 市立中学校 校長 
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

睦中学校 校長 ４号  

睦小学校 校長 ５号  

村上小学

校 

千葉 範子 ２号 村上地区主任児童委員 

高橋 曽乃子 ２号 スクールガードリーダー 

真鍋  健 ２号 元 村上小学校 ＰＴＡ会長 

小泉 輝政 ２号 前 村上小学校 ＰＴＡ会長 

河﨑 徹也 １号 村上小学校保護者代表 

髙宮 昭裕 ４号 元 市立小学校 校長 

村上小学校 校長 ５号  

村上小学校 教頭 ６号  

村上小学校 教務主任 ６号  

勝田台小

学校 

粟根 秀光 ２号 勝田地区自治会 会長 

岩澤  勝利 ２号 勝田台自治会 会長 

瀬間 めぐみ ２号 勝田台地区主任児童委員 

岡本 哲夫 ２号 
八千代市社会福祉協議会 

勝田台支会 会長 

橋本 周二 ２号 
勝田台あそび隊 

実行委員会 委員長 

原田 聡子 ３号 民生委員児童委員 

山本 博志 ２号 
市民活動推進センター 

カモミールの森代表 

稲盛 貴光 ２号 勝田台おやじの会代表 

村上 篤寛 １号 勝田台小学校ＰＴＡ会長 

松前 千春 １号 勝田台南小学校保護者代表 

藤田 章 １号 勝田台中学校ＰＴＡ会長 

八千代高等学校 校長 ４号  
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

勝田台南小学校 校長 ４号  

勝田台中学校 校長 ４号  

勝田台小学校 校長 ５号  

勝田台南

小学校 

粟根 秀光 ２号 勝田地区自治会 会長 

岩澤  勝利 ２号 勝田台自治会 会長 

瀬間 めぐみ ２号 勝田台地区主任児童委員 

岡本 哲夫 ２号 
八千代市社会福祉協議会 

勝田台支会 会長 

橋本 周二 ２号 
勝田台あそび隊 

実行委員会 委員長 

原田 聡子 ２号 民生委員児童委員 

山本 博志 ２号 
市民活動推進センター 

カモミールの森代表 

稲盛 貴光 ３号 勝田台おやじの会代表 

村上 篤寛 １号 勝田台小学校ＰＴＡ会長 

松前 千春 １号 勝田台南小学校保護者代表 

藤田 章 １号 勝田台中学校ＰＴＡ会長 

八千代高等学校 校長 ４号  

勝田台小学校 校長 ４号  

勝田台中学校 校長 ４号  

勝田台南小学校 校長 ５号  

大和田南

小学校 

宮本 忠一郎 ２号 北町会 会長 

大沼 成子 ２号 東町会 副会長 

石田 絢子 ４号 
千葉県スクールカウンセラー 

スーパーバイザー 

小林 伸夫 ４号 元 市立小学校 校長 
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

大澤 浩一 ２号 前 消防長 

黒川 太一 １号 大和田南小学校ＰＴＡ会長 

大和田南小学校 校長 ５号  

大和田南小学校 教頭

（２名） 
６号  

村上東小

学校 

弓削田 キク子 ２号 村上東地区主任児童委員 

西村 誠之輔 ４号 明青学園明青幼稚園 園長 

松浦 繁則 ２号 村上東小学校まがたま会 会長 

田中 鶴代 ２号 村上東小学校学校評議員 

酒井  亮 １号 村上東小学校ＰＴＡ会長 

吉原 幸子 ４号 元 市立小学校 校長 

沓掛 千鶴子 １号 村上東小学校保護者代表 

村上東小学校 校長 ５号  

村上東小学校 教頭 ６号  

村上北小

学校 

川瀬 弘義 ２号 元 村上北小学校ＰＴＡ会長 

安藤 春香 １号 村上北小学校ＰＴＡ会長 

山崎  葵 １号 村上北小学校ＰＴＡ副会長 

中山 幸江 ２号 民生委員児童委員 

秋山 廣志 ２号 スクールガード 

嶌田 寛子 ２号 スクールガードリーダー 

永易 正光 ２号 
ライオンズマンション勝田台 

自治会 会長 

宍倉 博之 ４号 元 市立小学校 校長 

八千代東高等学校 

校長 
４号  

村上北小学校 校長 ５号  
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

村上北小学校 教頭 ６号  

睦中学校 
西村 康彦 ２号 

睦地区青少年育成連絡協議会 

会長 

佐藤 孝之 ３号 里山むつみ隊 隊長 

立石 勝巳 ２号 睦小学校卒業生 

生頼 由香 ２号 睦中学校学校評議員 

田中 明美 ２号 睦中学校学校評議員 

上野 真由 ２号 睦中学校学校評議員 

山口 和也 ２号 睦小学校学校評議員 

三上 由香利 １号 睦小学校ＰＴＡ会長 

牛島 加代 １号 睦小学校保護者代表 

大井 真由子 １号 睦中学校ＰＴＡ会長 

睦公民館 館長 ７号  

吉村 昌彦 ４号 元 市立中学校 校長 

睦小学校 校長 ４号  

睦中学校 校長 ５号  

大和田中

学校 

川城 直紀 ３号 大和田中学校学校評議員 

中村 元興 ２号 大和田中学校学校評議員 

野原 宏太 ２号 大和田中学校学校評議員 

大志民 京子 １号 大和田中学校 ＰＴＡ会長 

山根 弘行 ４号 元 市立中学校 校長 

大和田中学校 校長 ５号  

大和田中学校 教頭

（２名） 
６号  

村上東中 大野 力 １号 村上東中 ＰＴＡ会長 
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

学校 井下 智子 １号 村上東中 ＰＴＡ副会長 

廣瀬  実 ２号 村上東中学校学校評議員 

伊藤 勝巳 ２号 村上東中学校学校評議員 

小川  剛 ２号 村上東中学校学校評議員 

岡 聖一 ４号 元 市立中学校 校長 

村上東中学校 校長 ５号  

村上東中学校 教頭 ６号  

村上東中学校  

教務主任 
６号  

村上中学

校 

髙橋 曽乃子 ２号 スクールガードリーダー 

石井  茂 ２号 村上中学校学校評議員 

千葉 総一郎 ２号 元 村上中学校ＰＴＡ会長 

田村 英一 １号 村上中学校ＰＴＡ会長 

遠藤 昭司 ４号 元 市立中学校 校長 

村上中学校 校長 ５号  

村上中学校 教頭 ６号  

みどりが

丘第二小

学校 

岡田 久恵 ２号 
みどりが丘小学校保護者会  

会長 

中村 真悟 ２号 
高津・緑が丘地域学校協働本部 

地域コーディネーター 

岡本 宗之 ２号 新木戸小学校ＰＴＡ会長 

宍浦 重智 ４号 元 市立小学校 校長 

みどりが丘第二小学校 

校長 
５号  

みどりが丘第二小学校 

教頭 
６号  

※校長，教頭，教務主任及び市職員については，当該の職の者を充てる。 
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（２）任期が満了となる学校 

   任期：令和８年４月１日～令和 10年３月 31 日 

学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

大 和 田 小

学校 

杉山 晴康 ２号 大和田町区自治会 会長 

新谷 等 ２号 萱田町区自治会 会長 

大澤 こずえ ２号 
八千代市社会福祉協議会 

大和田支会 会長 

川城 直紀 ２号 すずかけっ子 代表 

八巻 憲一 ３号 大和田地区主任児童委員 

小林 裕 ２号 民生委員児童委員 

（新任）石井 正明 １号 大和田小学校保護者代表 

池田 温子 ２号 本だいすきの会 

木村 惠子 ４号 元 市立小学校 校長 

大和田小学校 校長 ５号  

大和田小学校 教頭 ６号  

高 津 小 学

校 
佐々木 俊一 １号 

高津・緑が丘地域学校協働本部 

統括コーディネーター 

寺田 好江 ４号 元 市立小学校 校長 

伊佐山 巧 ３号 地域学校協働活動推進員 

木村 裕希 ２号 元 高津小学校ＰＴＡ役員 

相田 修 １号 高津小学校ＰＴＡ会長 

高津小学校 校長 ５号  

高津小学校 教頭 ６号  

新 木 戸 小

学校 
一 雅雄 ３号 

高津・緑が丘地域学校協働本部 

地域コーディネーター 

高崎 哲矢 ２号 元 新木戸小学校ＰＴＡ会長 

松本 卓朗 ２号 元 新木戸小学校父親の会 会長 
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

（新任）稲垣 隆之 １号 新木戸小学校父親の会 会長 

鈴木 美子 ４号 元 市立小学校 校長 

山口 幸恵 ２号 スクールガード 

岡本 宗之 １号 新木戸小学校ＰＴＡ会長 

新木戸小学校 校長 ５号  

新木戸小学校 教頭

（２名） 
６号  

萱 田 小 学

校 

麻生 秀樹 ４号 元 市立中学校 校長 

市山 寛朗 ３号 萱田ＦＣ代表 

中島 崇 １号 萱田小学校ＰＴＡ会長 

岩澤 良隆 ２号 ボルピィ会 会長 

齊藤 祐一 ２号 
子供たちを明るく健やかに育てる会 

会長 

津川 恵美子 ２号 パーゴラの会 

髙木 雅晴 ４号 萱田小学校ОＢ会 会長 

萱田小学校 校長 ５号  

萱田小学校 教頭 ６号  

み ど り が

丘小学校 
菅谷 貢 ３号 

高津・緑が丘地域学校協働本部  

事務局長 

中村 真悟 １号 
高津・緑が丘地域学校協働本部  

地域コーディネーター 

岡田 久恵 １号 みどりが丘小学校保護者会 会長 

坂井 誠一 ４号 元 市立小学校 校長 

（追加）八千代西高等

学校 校長 
４号  

（追加）八千代特別支

援学校 校長 
４号  
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学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

（新任）末永 慎太郎 ４号 虹のこころ保育園 理事長 

（新任）大越 紀明 ４号 はぐみの杜保育園 園長 

み ど り が 丘 小 学 校 

校長 
５号  

み ど り が 丘 小 学 校 

教頭（２名） 
６号  

高 津 中 学

校 

一 雅雄 １号 高津中学校ＰＴＡ会長 

（新任）白坂 ちえ子 ２号 民生委員児童委員 

（新任）宮本 久生 ２号 高津中学校卒業生 

樋口 充紀 ３号 地域学校協働活動推進員 

（新任）太田 公昭 ４号 元 市立中学校 校長 

高津中学校 校長 ５号  

高津中学校 教頭 

（２名） 
６号  

※校長，教頭，教務主任及び市職員については，当該の職の者を充てる。 

 

（３）委員が追加となる学校 

   任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

学校名 氏名 ７条１項 備考（所属名・役職名） 

勝 田 台 中

学校 

村上 篤寛 １号 勝田台小学校ＰＴＡ会長 

松前 千春 １号 勝田台南小学校保護者代表 

藤田 章 １号 勝田台中学校ＰＴＡ会長 

八 千 代 台

西中学校 
吉冨 誠一 １号 八千代台西中学校保護者代表 

阿 蘇 米 本

学園 
中嶋 良太 １号 阿蘇米本学園保護者代表 

※校長，教頭，教務主任及び市職員については，当該の職の者を充てる。 
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２ 地域学校協働活動推進員 

 （１）下記の学校に地域学校協働活動推進員を任命したい。 

    任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

№ 学校名 氏名 備考（所属名・役職名） 

１ 大和田小学校 八巻 憲一 大和田地区主任児童委員 

２ 睦小学校 西村 康彦 睦地区青少年育成連絡協議会 会長 

３ 勝田台小学校 原田 聡子 民生委員児童委員 

４ 勝田台南小学校 稲盛 貴光 勝田台おやじの会代表 

５ 西高津小学校 結城 慶一 元 西高津小学校ＰＴＡ会長 

６ 高津小学校 伊佐山 巧 元 高津小学校父親の会 会長 

７ 南高津小学校 清水 純子 元 南高津小学校保護者会 会長 

８ 大和田西小学校 池田 温子 本だいすきの会 

９ 新木戸小学校 一 雅雄 元 新木戸小学校父親の会 会長 

10 萱田小学校 市山 寛朗 萱田ＦＣ代表 

11 みどりが丘小学校 菅谷 貢 元 みどりが丘小学校保護者会 会長 

12 睦中学校 佐藤 孝之 里山むつみ隊 隊長 

13 勝田台中学校 瀬間 めぐみ 勝田台地区主任児童委員 

14 大和田中学校 川城 直紀 大和田中学校学校評議員 

15 高津中学校 樋口 充紀 元 高津中学校保護者会 会長 

16 東高津中学校 山口 信行 元 高津小学校父親の会 ＧМ 

17 阿蘇米本学園 山﨑 達也 元 阿蘇米本学園ＰＴＡ会長 
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 ３ 地域学校協働活動推進員を統括する統括推進員 

 （１）複数校で組織していることから，取りまとめを行う者として，統括推進員を任

命したい。 

   任期：令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

№ 本部名 氏名 備考（所属名・役職名） 

１ 
高津・緑が丘 

地域学校協働本部 
出倉 幸夫 元 東高自治会 会長 

※高津・緑が丘地域学校協働本部は，西高津小学校，高津小学校，南高津小学校， 

新木戸小学校，みどりが丘小学校，みどりが丘第二小学校，高津中学校及び東高津

中学校の８校の学校区で組織。 
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各課報告等資料１

(抜粋）

































（仮称）みどりが丘小学校分離新設校 

第６回「（仮称）みどりが丘小学校分離新設校」設立準備委員会を開催しました 

新木戸小学校２階 ICT ルームにて，２月１４日（土）午前１０時から，第６回「（仮称）みどりが丘小校

分離新設校」設立準備委員会（以下：設立準備委員会）を開催いたしました。 

 

◇第６回設立準備委員会 

＜１ 報告＞  

（１）「施設・設備」（A 部会） 

現時点での工事の進捗状況について報告がされました。 

現在，内装工事や外構工事など，仕上げとなる工種を中心に行っており，順調に進んでいます。

３月中旬に工事が完了し，最終的な検査を３月２５日に行い，その検査が終了次第，完成となりま

す。なお，備品については，令和７年度中に納品できるよう準備を進めています。 

 

（２）「通学路整備」（A 部会） 

現在の通学路整備状況と今後の方針などについて報告がされました。 

県道６１号線の整備状況 

・「歩道部の拡幅」が完了。今後は「ガードパイプの設置」「歩道部のカ 

 ラー塗装」を中心に，「学校前横断歩道の撤去」「バス停の移動」を予 

定。「歩道部のカラー塗装」については，塗装前に，側溝のフタを広 

範囲に渡り新しいものに交換した後で塗装するため，工事の完了は 

令和８年度の上半期になる見込み。 

・学校前の２カ所の横断歩道については，３月中旬に撤去予定。 

・東葉高速鉄道高架下の交差点に横断歩道が整備完了。 

  県道５７号線の整備状況 

・東葉高速鉄道高架下の交差点に横断歩道が整備完了。 

ゴルフ施設北の交差点 

・八千代警察署から信号機の設置は難しいと回答があった 

が，その後の説明会などにおいて，保護者からの信号機 

設置の要望が非常に強かったことから，緑が丘西自治会 

長様，クオンガーデン八千代緑が丘自治会員様から，八 

千代警察署長，千葉県警本部長宛に信号機の設置を求め 

る要望書が提出された。また，同じ時期に教育長名で教 

育委員会からも同様の要望書を提出した。 

現在のところ，信号機設置の可否については回答をいた 

だいていないが，改めて検討していただいている。 

４月からの開校を控え，信号機の設置も含め，現在予定されている整備が完了するように引き続

き関係機関に働きかけていきます。 

開校後も，登下校の実態を把握し，学校や保護者の意見を基に通学路の整備に配慮していくとと

もに，通行する人数や交通量が多い箇所について，教育委員会による見守りを行っていきます。 

また，新木戸小学校と通学路を共有する部分が多いため，例えば通学時間帯を分けるために始業

時刻をずらすなど，双方の状況をよく把握し，適切な安全対策を行っていきます。 

 

 

（３）「学校運営」（B 部会） 

みどりが丘小学校の保護者，教職員，設立準備委員の皆様に回答いただいた「学校経営に関する

アンケート」の結果が報告されました。 

令和８年３月 

【第 ６ 号】 

（仮称）みどりが丘小学校 

分離新設校設立準備委員会 

事務局 

ラーメン店前歩道 

ゴルフ施設北交差点 



アンケート結果を整理すると次の４点が共通する考え方となります。 

①安全・安心を土台にした学校 

②子どもを大切にするあたたかな人間関係 

③挑戦と成長を支える学び 

④学校・家庭・地域がつながる学校運営 

みどりが丘第二小学校の校長先生には，「安全・安心を基盤に，子ども一人一人が認められ，地域

とともに成長する学校」を目指してほしいという皆様からの願いや思いを引き継いでいただき，学

校経営の方針に取り入れていただきたいと考えております。 

なお，校歌についてですが，具体的な校歌の作成は開校後に校内で実行委員会などを立ち上げて

始めることになりますが，B 部会の中で現在みどりが丘小にいる子どもたちの思いや願いも歌詞の

ヒントになるように，今年度中に言葉を集めて，新しい学校へ引き継いで学校同士のつながりを大

切にした歌詞に生かせればと考えました。新しい校歌を皆様に発表できる機会につきましても開校

後に検討されていきます。 

 

（４）保護者・地域連携（C 部会） 

学校運営協議会の現状について報告がされました。 

みどりが丘第二小学校の学校運営協議会については，令和 8 年 4 月 1 日にスタートできるよう，

現在準備を進めており，開校時はみどりが丘小学校の保護者会から 1 名，市内の元校長先生 1 名，

父親の会１名，みどりが丘第二小学校の校長先生と教頭先生など，最小限の人数でスタートするこ

とを考えています。 

今後，開校いたしましたら，支援していただける保護者会の方が固まり次第，校長先生と協議し

ながら，教育委員会に諮りまして，順次，委員の任命をして，学校運営に協力をしていく予定です。 

 

（５）開校式・開校記念式典（全体事務局） 

開校式，開校記念式典の開催日は，次のとおりです。 

開校式    令和８年４月６日（月） 

開校記念式典 令和８年５月１５日（金） 

開校式当日は，保護者の皆様にもご覧いただけるように調整をしております。 

また，開校式および開校記念式典の内容については，現在検討を進めておりますが，子ども達を

真ん中におき，子ども達が自分たちの手で学校をつくっていくという意識が高められるよう，活躍

の場を多く設定できるようにしていきたいと考えています。 

 

◇教育委員会から 

  第６回設立準備委員会をもちまして，開校までに必要な内容の協議・検討は終了いたしました。設立

準備委員の皆様をはじめ，ご多用の中，説明会等へご参加いただきました保護者の皆様，貴重なご意見

をいただいたこと感謝申し上げます。 

令和８年４月から「みどりが丘第二小学校」が開校いたしますが，開校後も皆様のお力添えをいただ

きながら，「みどりが丘第二小学校」の教育を進めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  なお，これまでの設立準備委員会の記録及び設立準備委員会だよりにつきましては，下記のとおり掲

載しております。 

 

◇設立準備委員会の記録 

八千代市のホームページ 

 

◇設立準備委員会だより 

八千代市教育委員会学務課【八千代市教育委員会 学務課 HP】を参照） 

 ※９月から，リンクが新しくなっておりますのでご注意ください。 

 

設立準備委員会事務局（教育委員会学務課）Tel:047-481-0302 

【「（仮称）みどりが丘小学校分離新設校」設立準備委員会 HP】 
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各課報告等資料５ 

スポーツチームとのホームタウン協定締結について 

 

１ 概要 

本市を本拠地として活動するスポーツチームと連携し，スポーツ活動を推進するととも

に，地域の活性化を図ることを目的として，以下の団体と令和 8 年 2 月 9 日に協定を締

結しました。 

⑴ 一般社団法人 BIG BLUES（BIG BLUES 八千代ベイ東京） 

⑵ 株式会社ＫｏＫｏＫａＲａ（YACHIYO FLAGs） 

 

２ 協定の主な内容 

⑴ 連携事項 

・スポーツ活動の推進に関すること 

・地域の活性化に関すること など 

⑵ 支援事項 

・ホームゲームの会場確保 

・ホームゲームの周知・啓発 

・チームが市内で行うイベント等の周知・啓発 

・チームの練習場所の確保（YACHIYO FLAGs） 

 

３ 今後の具体的な取組 

・市内でのホームゲームの開催 

・各競技の普及活動として学校・学童などにてスポーツ教室やクリニックの開催 

・ニュースポーツ（トライスリーボール）体験会の開催 

・バスケットボールスクール開校（YACHIYO FLAGs） など 

  



各課報告等資料５ 

【参考】 

運営事業者・スポーツチームの概要と実績 

 

⑴一般社団法人 BIGBLUES（ビッグブルーズ） 

運営チーム名 BIG BLUES 八千代ベイ東京 

競技種目 ラグビー 

属するリーグ 社会人地域リーグ トップイースト C グループ 

成績 

2025 年：8 チーム中 2 位（6 勝 1 敗） 

上位グループの入れ替え戦に臨むも敗戦 

2024 年：8 チーム中 7 位（2 勝 5 敗） 

ホームゲーム 

（開催実績） 

2025 年：１回（令和 7 年 11 月 16 日(日)八千代市総合グラ

ウンド） 

2024 年：3 回（八千代市総合グラウンド） 

目標 JAPAN RUGBY LEAGUE One 昇格 

練習 市外ラグビー場や河川敷など各所 

スクール 

場所：高津運動公園グラウンド 

①対象：小学 3～6 年生  

時間：水曜日 17：00～18：30 

②対象：中学 1～3 年生  

時間：水曜 18：30～20：00 

その他 市川市，千葉市２か所にて実施 

市内活動 

①八千代ラグビーフェスタ 

ラグビー体験会（小学生約 120 人），招待試合， 

チアダンスパフォーマンスなど実施 

来場者：約 200 人 

②小学校や保育園でのタグラグビー教室の開催 

③社会福祉協議会と災害時パートナーシップ協定締結 

平時の地域防災活動や有事の際の協力 

④福祉教育出前講座協力「心のレジリエンス」 

  

  



各課報告等資料５ 

⑵株式会社 KoKoKaRa 

運営チーム名 YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス） 

競技種目 3×3（スリーエックススリー，3 人制バスケットボール） 

属するリーグ 
3XS DIVISION2 URBAN CONFERENCE 

（トライクロス ディビジョンツー アーバン コンフィレンス） 

成績 

2025 年：8 チーム中 6 位 

2024 年：18 チーム中 4 位 

4 位以内に付与される世界大会に繋がるトーナメント出場 

スローガン 
「YACHIYO FLAGs から未来の日本代表選手を。そして，八千

代から世界へ。」 

ホームゲーム 

（開催実績） 

2025 年：1 回（令和 7 年 10 月 5 日(日)秀明大学）優勝 

2024 年：1 回（令和 6 年 10 月 20 日(日)総合運動公園） 

練習 中学校体育館，総合運動公園バスケットボール広場にて 

スクール 令和８年度から開校 

市内活動 

①市内ミニバスチームや中学校でのクリニック実施 

2025 年：12 チーム 300 人が参加 

2024 年：7 チーム 150 人が参加， 

②社会福祉協議会と包括連携協定締結 

③市内各所イベントへの参加（シュート体験，運営スタッフ協力） 

 

  



各課報告等資料６ 

八千代市スポーツ活動奨励金交付要領の制定について 
 

令和８年３月２４日 
 

１ 制定の目的 

 本市において,本市出身の選手が出場したパリオリンピックをきっかけに，スポーツへの関

心はより高まっています。また，近年において，柔道やスポーツクライミング以外でも，本

市にゆかりのある方が，広域な大会で活躍しております。選手たちの活躍は，市民にとって

誇りであり，市民のスポーツ活動への関心や意欲を高めることにもつながります。 

 このことから，スポーツ活動において国際大会，全国大会，関東大会に出場する等の顕著

な成果を挙げた者に対し八千代市スポーツ活動奨励金（以下「奨励金」という。）を交付する

ことで，市が当該成果者を称えるとともに，本市におけるスポーツ活動の推進を図ることを

目的として，本件要領を制定するものです。 

 

２ 制定内容 

 ⑴ 対象者（※出場する競技の実施日において判断） 

  ①本市在住者 ②市内に所在する事務所等に属するクラブその他の団体 

 

 ⑵ 対象となる大会 

  ① オリンピック競技大会，パラリンピック競技大会，世界選手権大会，アジア競技大会， 

   ユースオリンピック競技大会，デフリンピック競技大会，アジアパラ競技大会 

  ② 日本選手権大会その他全国的な規模で行われる大会であって市長が別に定めるもの 

  ③ 関東大会その他の一定規模以上の地域において行われる大会（②を除く。）であっ 

   て市長が別に定めるもの 

  

 ⑶ 奨励金の額 

  ① 国際大会 

ア 個人：１人につき３万円 

イ 団体：交付対象者の合計人数に３万円を乗じて得た額（上限３０万円） 

  ② 全国大会 

   ア 個人：１人につき１万円 

   イ 団体：交付対象者の合計人数に１万円を乗じて得た額（上限１０万円） 

  ③ 関東大会等 

   ア 個人：１人につき５千円 

   イ 団体：交付対象者の合計人数に５千円を乗じて得た額（上限５万円）   
   
３ 施行期日：令和８年４月１日 
 

４ 令和８年度予算：３０万円 
 

５ 本市在住者等の本件奨励金の対象大会への出場状況 

 【令和６年度実績】 国際大会：１名，全国大会：１５名 
 【令和５年度実績】 国際大会：２名，全国大会：１７名 
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令和８年４月１日付け組織改正の内容 

※令和８年４月１日施行予定 

 

１ 教育委員会 

教育委員会を学校教育部門と生涯学習部門の２部制とし，学務課に適正配置推進班を配

置 

 

＜組織体系図＞ 

 

 

教育委員会事務局全体の事務を教育長が統括し，学校教育部門と生涯学習部門の長がそれぞれ担

文化伝承館

郷土博物館

総合生涯学習プラザ

公民館９館

図書館５館

八千代台東南公共センター

ガキ大将の森キャンプ場

文化・スポーツ課 文化振興班　文化財班　スポーツ推進班

教育支援センター

青少年センター

保 健 体 育 課 学校保健班　学校体育班

学校給食センター

生涯学習部 生涯学習振興課 企画調整班　生涯学習振興班　青少年班

小学校20校  　　　　※みどりが丘第二小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　R8.4開校予定

中学校１０校

義務教育学校

指 導 課 学力向上班　特別支援教育班　生徒指導班

教育センター

教 育 長 学校教育部 教 育 総 務 課 総務班　施設財務班　

学 務 課 学事班　適正配置推進班　教職員班



議案第１・２号資料 
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任する事務について，指揮命令系統や責任の明確化を図り，よりわかりやすい組織体制とするため，

学校教育部と生涯学習部の２部制とする。 

 

学務課については，「学校の適正配置」において，西八千代地区では児童生徒数が急増している

一方で，他の地区では小規模化傾向の学校があるなど，豊かな教育環境の確保を図る上で課題が生

じている。これらの課題への適切な対応を図るため，「適正配置推進班」を新たに設置する。 

 

 

 

【参考】 行政組織図（改正前） 
 
 

 

公民館９館

図書館５館

学 務 課 学事班　教職員班

小学校１９校

中学校１０校

学校給食センター

義務教育学校

指 導 課

生 涯 学 習 振 興 課

総合生涯学習プラザ

文化伝承館

八千代台東南公共センター

郷土博物館

文 化 ・ ス ポ ー ツ 課 文化振興班　文化財班　スポーツ推進班

ガキ大将の森キャンプ場

教育支援センター

青少年センター

保 健 体 育 課 学校保健班　学校体育班

教 育 総 務 課 総務班　施設財務班教 育 委 員 会 教 育 長

教育センター

企画調整班　生涯学習振興班　青少年班

学力向上班　特別支援教育班　生徒指導班



      議案第１・２・３号資料 

令和７年度教育委員会第１２回定例会  
 
 
 
 
 
 

一部改正案に係る新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

議案第１号 八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則の制定について・ ・ ・ ・ ・１ 

議案第２号 八千代市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について・ ・ ・ ・ ・８ 

議案第３号 八千代市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について・ ・ ・ ・ ・１１ 



新旧対照表の見方について 
 
 
１ 左側に「現行」として現在の条文を，右側に「改正案」として改正案文が入った条文を表示しています。 

２ 原則として改正のある条だけを抜き出しています。 

３ 改正がない項及び号は，「（略）」としています。 

４ 改正案文に『第○条中「Ａ」を「Ｂ」に改める。』とある場合 

             → 現行（左側）のＡと改正案（右側）のＢに下線が引かれています。    

５ 改正案文に『第△条第□項を次のように改める。』とある場合 

             → 現行（左側）の第□項全文と改正案（右側）の第□項全文に下線が引かれています。 

６ 改正案文に『第○条中「Ｃ」を削る。』とある場合 

             → 現行（左側）のＣに下線が引かれています。（改正案（右側）には下線はありません。） 

７ 改正案文に『第△条中「Ｄ」の次に「Ｅ」を加える。』とある場合 

             → 改正案（右側）のＥに下線が引かれています。（現行（左側）には下線はありません。） 

８ 改正案文に『第○条の次に次の 1 条を加える。』とある場合 

             → 現行（左側）は，空白です。改正案（右側）は，加えた条の全文に下線が引かれています。    

９ 改正案文に『第△条を削る。』とある場合 

             → 現行（左側）の削る条の全文に下線が引かれています。改正案（右側）は，空白です。 



八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則 

(第1条の規定による八千代市教育委員会行政組織規則の一部改正) 
現行 改正案 

(用語の定義) 
第2条 (略) 

(1)  教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年
法律第162号。以下｢法｣という。)第30条に規定する学校その他の教育

に関する施設をいう。 
(2)～(4) (略) 

 
(教育長の専決) 

第10条 (略) 
(1)～(7) (略) 
(8)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により，市

長において専決処分することができる事項として指定されたものに

係る契約を結ぶことを申し出ること。 
(9)･(10) (略) 

2･3 (略) 
 
(事務の専決) 

(用語の定義) 
第2条 (略) 

(1)  教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年
法律第162号)第30条に規定する学校その他の教育に関する施設をい

う。 
(2)～(4) (略) 

 
(教育長の専決) 

第10条 (略) 
(1)～(7) (略) 
(8)  地方自治法第180条第1項の規定により，市長において専決処分す

ることができる事項として指定されたものに係る契約を結ぶことを

申し出ること。 
(9)･(10) (略) 

2･3 (略) 
 

(事務の専決) 

第11条 教育長は，所掌事務の処理について，教育次長，参事，課長及び

主幹に専決させることができる。 
第11条 教育長は，所掌事務の処理について，部長，参事，課長及び主幹

に専決させることができる。 
 

1



(課及び班の設置) (部，課及び班の設置) 

第13条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の表の左欄に掲

げる課を置き，それぞれの課に当該右欄に掲げる班を置く。 
第13条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の表の左欄に掲

げる部を置き，それぞれの部に当該中欄に掲げる課を置き，それぞれの

課に当該右欄に掲げる班を置く。 

課名 班名 
教育総務課 総務班 施設財務班 
学務課 学事班 教職員班 
指導課 学力向上班 特別支援教育班 生徒指導班 
保健体育課 学校保健班 学校体育班 
生涯学習振興課 企画調整班 生涯学習振興班 青少年班 
文化・スポーツ課 文化振興班 文化財班 スポーツ推進班 

 

部名 課名 班名 
学校教育

部 
教育総務課 総務班 施設財務班 
学務課 学事班 適正配置推進班 教職員班 
指導課 学力向上班 特別支援教育班 生徒指導班 

保健体育課 学校保健班 学校体育班 
生涯学習

部 
生涯学習振興課 企画調整班 生涯学習振興班 青少年班 
文化・スポーツ課 文化振興班 文化財班 スポーツ推進班 

  

 
第14条 削除 

(部の事務分掌) 
第14条 前条に規定する部の事務分掌は，次のとおりとする。 

(1) 学校教育部 
ア 教育行政の施策の総括に関すること。 
イ 学校の教育に関すること。 
ウ 学校の保健体育に関すること。 
エ 教育行政の施策に関し他の主管に属しないこと。 

(2) 生涯学習部 
ア 生涯学習に関すること。 
イ 社会教育に関すること。 
ウ 青少年に関すること。 
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エ 文化に関すること。 
オ スポーツに関すること。 

 

(教育次長) (部長) 

第18条 事務局に教育次長を置く。 第18条 事務局の部に部長を置く。 

2 教育次長は，教育長を補佐し，職員の担任する事務を指揮監督する。 2 部長は，教育長を補佐し，職員の担任する事務を指揮監督する。 
 

(参事及び主幹) (次長，参事及び主幹) 

第21条 事務局に参事及び主幹を置くことができる。 第21条 事務局の部に次長，参事及び主幹を置くことができる。 
2 次長は，部長を補佐し，部間の連絡調整及び部内の総合調整を行う。 

2 (略) 
 

3 (略) 
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別表(第15条) 別表(第15条) 

課名 事務 
教 育 総

務課 
(1) (略) 
 
(2) (略) 
(3) 教育委員会の会議並びに請願及び陳情に関すること。 
(4) (略) 
(5) (略) 
(6) (略) 
(7) (略) 
(8) (略) 
(9) (略) 
(10) (略) 
(11) (略) 
(12) (略) 
(13) (略) 
(14) (略) 
(15) (略) 
(16) (略) 
(17) (略) 

(略) (略) 
生 涯 学

習 振 興

 
(1) (略) 

課名 事務 
教 育 総

務課 
(1) (略) 
(2) 部内の連絡調整に関すること。 
(3) (略) 
(4) 会議並びに請願及び陳情に関すること。 
(5) (略) 
(6) (略) 
(7) (略) 
(8) (略) 
(9) (略) 
(10) (略) 
(11) (略) 
(12) (略) 
(13) (略) 
(14) (略) 
(15) (略) 
(16) (略) 
(17) (略) 
(18) (略) 

(略) (略) 
生 涯 学

習 振 興

(1) 部内の連絡調整に関すること。 
(2) (略) 
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課 (2) (略)  
(3) (略) 
(4) (略) 
(5) (略) 
(6) (略) 
(7) (略) 
(8) (略) 
(9) (略) 
(10) (略) 
(11) (略) 
(12) 視聴覚教材センターの運営に関すること。 
(13)～(25) (略) 
(26) 地域学校協働本部に関すること。 
(27) (略) 

(略) (略) 
  

課 (3) (略) 
(4) (略) 
(5) (略) 
(6) (略) 
(7) (略) 
(8) (略) 
(9) (略) 
(10) (略) 
(11) (略) 
(12) (略) 
 
(13)～(25) (略) 
(26) 地域学校協働活動に関すること。 
(27) (略) 

(略) (略) 
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八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則 

(第2条の規定による八千代市教育支援委員会規則の一部改正) 
現行 改正案 

(設置) (設置) 

第1条 八千代市における心身に障害のある児童及び生徒(以下「心身障害

児」という。)の就学前における適正な就学の指導及び就学後における

一貫した支援を行うため，八千代市教育委員会(以下「教育委員会」と

いう。)に八千代市心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)
を置く。 

第1条 八千代市における心身に障害のある児童及び生徒(以下「心身障害

児」という。)の就学前における適正な就学の指導及び就学後における

一貫した支援を行うため，八千代市教育委員会(以下「教育委員会」と

いう。)に八千代市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

  

(庶務) (庶務) 

第8条 委員会の庶務は，八千代市教育委員会指導課において処理する。 第8条 委員会の庶務は，八千代市教育委員会学校教育部指導課において

処理する。 
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八千代市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則 

(第3条の規定による八千代市教育委員会公印規則の一部改正) 
現行 改正案 

(公印事務の統括) (公印事務の統括) 

第4条 公印に関する事務は，八千代市教育委員会教育総務課長(以下「教

育総務課長」という。)が統括する。 
第4条 公印に関する事務は，八千代市教育委員会学校教育部教育総務課

長(以下「教育総務課長」という。)が統括する。 
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八千代市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令 
現行 改正案 

(用語の定義) (用語の定義) 

第2条 (略) 第2条 (略) 

(1) (略) (1) (略) 
(2) 部 組織規則第13条に規定する部をいう。 

(2) (略) (3) (略) 

(3) (略) 
 

(4) (略) 
(5) 主管部 当該事務を所掌する部をいう。 

(4) (略) (6) (略) 

(5) (略) (7) (略) 

(6) (略) (8) (略) 

(7) (略) (9) (略) 

(8) (略) (10) (略) 

(9) 教育次長 組織規則第18条に規定する教育次長をいう。 
 

(11) 部長 組織規則第18条に規定する部長をいう。 
(12) 次長 組織規則第21条に規定する次長をいう。 

(10) (略) (13) (略) 

(11) (略) (14) (略) 

 
(決裁の順序) 

第4条 事務は，原則として当該事項に係る事務を主管する主査の意思決

定(以下｢決定｣という。)を受けた後，順次直属上司の決定関係課の合議

 
(決裁の順序) 

第4条 事務は，原則として当該事項に係る事務を主管する主査の意思決

定(以下｢決定｣という。)を受けた後，順次直属上司の決定を経て，決裁
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を経て，決裁責任者の決裁を受けなければならない。 
 

責任者の決裁を受けなければならない。 

(教育長代決者) (教育長代決者) 

第5条 教育長が不在のときは，教育次長がその事務を代決する。 第5条 教育長が不在のときは，主管部長がその事務を代決する。 

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは，主管課長がその事務を代

決する。 
 

2 教育長及び主管部長がともに不在のときは，主管部次長がその事務を

代決する。 

(教育次長代決者) (部長代決者) 

第6条 教育次長が不在のときは，主管課長がその事務を代決する。 
 

第6条 部長が不在のときは，主管部次長(次長が置かれていないときは，

主管課長)がその事務を代決する。 
 

(教育次長の専決事項) (部長の専決事項) 

第11条 教育次長の専決できる事項は，八千代市事務決裁規程(昭和42年
八千代市訓令甲第6号。以下｢事務決裁規程｣という。)別表第1の決裁区

分中部長に属する事項とする。ただし，教育長が特に必要と認める事務

については，この限りでない。 

第11条 部長の専決できる事項は，八千代市事務決裁規程(昭和42年八千

代市訓令甲第6号。以下｢事務決裁規程｣という。)別表第1の決裁区分中

部長に属する事項とする。ただし，教育長が特に必要と認める事務につ

いては，この限りでない。 
 

別表(第12条第2項) 別表(第12条第2項) 

課長名 専決事項 
(略) (略) 

生涯学習振興

課長 
(1)～(4) (略) 
(5) 視聴覚教材に必要な設備，器材及び資料の管理並

課長名 専決事項 
(略) (略) 

生涯学習振興

課長 
(1)～(4) (略) 
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びにこれらの利用 
(6) (略) 
(7) (略) 
(8) (略) 
(9) (略) 
(10) (略) 
(11) (略) 

(略) (略) 
 

 
(5) (略) 
(6) (略) 
(7) (略) 
(8) (略) 
(9) (略) 
(10) (略) 

(略) (略) 
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八千代市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 
現行 改正案 

(基本的な方針の作成等) (基本的な方針の作成等) 

第12条 (略) 第12条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

(1) (略) (1) (略) 

 (2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理・健康確保

措置の実施に関する事項 

(2) (略) (3) (略) 

(3) (略) (4) (略) 

(4) (略) (5) (略) 

(5) (略) (6) (略) 

(6) (略) (7) (略) 

  

(事務) (事務) 

第19条 協議会の事務は，教育委員会事務局において処理する。(略) 第19条 協議会の事務は，教育委員会事務局において処理する。 

 2 前項の規定にかかわらず，協議会の会議に関する事務については，当

該協議会が設置される対象学校ごとにおいて処理する。 
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議案第６号資料 

 

八千代市学校運営協議会委員の任命に係る規定について 

 

【八千代市学校運営協議会規則一部抜粋】 

 

第７条 委員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

⑴ 保護者 

⑵ 地域住民 

⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者 

⑷ 地方教育行政等の学識経験を有する者 

⑸ 対象学校の校長 

⑹ 対象学校の教職員 

⑺ その他教育委員会が適当と認める者 

 

●八千代市学校運営協議会委員の主な例 

第７条第１項各号 想定している主な役職・所属 

１号 保護者 ＰＴＡ，保護者会，父親の会，当該校に児童・生徒が

通学している保護者等 

２号 地域住民 自治会，青少年育成連絡協議会，青少年学校外活動支

援事業実行委員会，社会福祉協議会，民生委員児童委

員，青少年相談員，スクールガード，ボランティア，

卒業生等 

３号 対象学校の運営に資す

る活動を行う者 
地域学校協働活動推進員 

４号 地方教育行政等の学識

経験を有する者 

幼稚園・保育園等の職員，特別支援学校・高等学校・

大学等の教職員，元教職員等 

５号 対象学校の校長 校長 

６号 対象学校の教職員 副校長，教頭，教務主任等 

７号 その他教育委員会が適

当と認める者 
公民館及び図書館の館長等 

 


